
株　主　各　位
証券コード7912
平成25年 6 月 7 日

第119期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第 119 期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席
くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合には、以下のいずれかの方法によって議決権を行
使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、
平成25年 6 月26日（水曜日）午後 6時までに議決権を行使してくださいますよう
お願い申しあげます。

東京都新宿区市谷加賀町一丁目 1 番 1 号

大 日 本 印 刷 株 式 会 社
代表取締役社長

［郵送による議決権行使の場合］
　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、同封の保護シー
ルをご貼付のうえ、上記行使期限までに到着するようご返送ください。

［インターネットによる議決権行使の場合］
　後記「インターネットでの議決権行使について」（34～35頁）をご高覧のうえ、
所定のサイトにアクセスしていただき、画面の案内に従って、上記行使期限までに
議案に対する賛否をご入力ください。

敬　具

記

1 . 日　　　　　時 平成25年 6 月27日（木曜日）午前 10 時

2 . 場　　　　　所 東京都新宿区市谷左内町31番地 2
 大日本印刷株式会社　Ｃ＆Ｉビル ロビー階 多目的ホール

第119期株主総会招集通知.indd   H1第119期株主総会招集通知.indd   H1 13.5.21   3:15:11 PM13.5.21   3:15:11 PM



3 . 目　的　事　項

 報 告 事 項 1 . 第119期（平成24年 4 月 1 日から平成25年 3 月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人
及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

  2 . 第119期（平成24年 4 月 1 日から平成25年 3 月31日まで）
計算書類の内容報告の件

 決 議 事 項
 第 1 号議案 剰余金の処分の件
 第 2 号議案 取締役 20 名選任の件
 第 3 号議案 監査役 1名選任の件
 第 4 号議案  当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の

継続の件
以　上

◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。
◎ 株主総会参考書類及び添付書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社
ウェブサイト（http://www.dnp.co.jp/）に掲載させていただきます。
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案　剰余金の処分の件
利益の配分については、株主の皆様へ安定配当を行うことを基本とし、
業績と配当性向などを勘案して実行してまいります。また、将来の事
業展開に備えて、内部留保による財務体質の充実に努め、経営基盤の
強化を図ってまいります。
当期の期末配当につきましては、当社普通株式 1株につき16円とさせ
ていただきたいと存じます。これにより中間配当金16円とあわせ年間
配当金は、前期と同額の 1株につき32円となります。
期末配当に関する事項
（1）配当財産の種類

金銭
（2）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき16円　   総額10,312,603,840円
（3）剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年 6 月28日

第2号議案　取締役20名選任の件
取締役全員（20名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります
ので、取締役20名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号

氏　　　　　名
（生　年　月　日）

略 歴、 地 位 及 び 担 当 並 び に
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
株 式 の 数

1 北
きた
　島
じま
　義
よし
　俊

とし

（昭和 8 年 8 月25日）

昭和38年 5 月
昭和42年 7 月
昭和45年 7 月
昭和47年 1 月
昭和50年 8 月
昭和54年12月

当社入社
当社取締役
当社常務取締役
当社専務取締役
当社取締役副社長
当社代表取締役社長
現在に至る

3,063,000株

重要な兼職の状況
株式会社テレビ朝日　社外取締役

2 髙
たか
　波
なみ
　光
こう
　一

いち

（昭和15年12月19日）

昭和38年 4 月
昭和62年 8 月
平成 5 年 6 月
平成 9 年 6 月
平成19年 6 月

当社入社
当社取締役
当社常務取締役
当社専務取締役
当社代表取締役副社長
現在に至る

81,000株

3 山
やま
　田

だ
　雅
まさ
　義

よし

（昭和15年10月19日）

昭和38年 4 月
平成元年 6月
平成 8年 6 月
平成13年 6 月
平成19年 6 月

当社入社
当社取締役
当社常務取締役
当社専務取締役
当社代表取締役副社長
現在に至る

79,000株

4 北
きた
　島
じま
　義
よし
　斉

なり

（昭和39年 9 月18日）

昭和62年 4 月
平成 7 年 3 月
平成13年 6 月
平成15年 6 月
平成17年 6 月
平成21年 6 月

株式会社富士銀行入行
当社入社
当社取締役
当社常務取締役
当社専務取締役
当社代表取締役副社長
現在に至る

231,000株

5 波
は
木
き
井
い
　光
みつ
　彦

ひこ

（昭和16年 1 月27日）

昭和39年 4 月
平成 4 年 6 月
平成11年 6 月
平成15年 6 月

当社入社
当社取締役人事部長、研修部長
当社常務取締役
当社専務取締役
現在に至る

65,063株
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候補者
番　号

氏　　　　　名
（生　年　月　日）

略 歴、 地 位 及 び 担 当 並 び に
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
株 式 の 数

6 土
つち
　田

だ
　　　修

おさむ

（昭和17年 9 月18日）

昭和40年 4 月
平成 5 年 6 月
平成13年 6 月
平成17年 6 月

当社入社
当社取締役ＣＤＣ事業部長
当社常務取締役
当社専務取締役
現在に至る

74,000株

7 吉
よし
　野

の
　晃
てる
　臣

おみ

（昭和20年 2 月 5 日）

昭和44年 1 月
平成 8 年 6 月

平成13年 6 月
平成17年 6 月

当社入社
当社取締役海外事業部長 ､ 海外
関連事業担当
当社常務取締役
当社専務取締役
現在に至る

74,000株

8 黒
くろ
 田
だ
　雄
ゆう
 次
じ
 郎
ろう

（昭和23年 2 月22日）

昭和45年 3 月
平成13年 6 月

平成17年 6 月
平成20年 6 月

当社入社
当社取締役管理部長、関連事業部
担当
当社常務取締役
当社専務取締役
現在に至る

38,000株

重要な兼職の状況
株式会社宇津峰カントリー倶楽部　代表取締役社長

9 和
わ
　田

だ
　正
まさ
　彦

ひこ

（昭和22年 1 月14日）

昭和45年 3 月
平成14年 6 月

平成17年 6 月
平成20年 6 月

当社入社
当社取締役ディスプレイ製品事業
部長
当社常務取締役
当社専務取締役
現在に至る

30,191株

10 森
もり
　野

の
　鉄
てつ
　治

じ

（昭和23年 2 月23日）

昭和45年 3 月
平成14年 6 月
平成17年 6 月
平成24年10月

当社入社
当社取締役事業企画推進室長
当社常務取締役事業企画推進室長
当社常務取締役事業企画推進室、
ｈｏｎｔｏビジネス本部担当
現在に至る

33,000株

第119期株主総会招集通知.indd   5第119期株主総会招集通知.indd   5 13.5.21   1:50:31 PM13.5.21   1:50:31 PM



候補者
番　号

氏　　　　　名
（生　年　月　日）

略 歴、 地 位 及 び 担 当 並 び に
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
株 式 の 数

11 秋
あき
　重
しげ
　
くに
　和

かず

（昭和25年 2 月21日）

昭和47年 4 月
平成15年 6 月
平成17年 6 月

平成25年 4 月

当社入社
当社取締役Ｃ＆Ｉ事業部長
当社常務取締役現代グラフィッ
クアートセンター長、Ｃ＆Ｉ事
業部、ＩＣＣ本部、広報室担当
当社常務取締役法務部、監査室、
ＩＣＣ本部、ソーシャルイノベー
ション研究所、コーポレートコ
ミュニケーション本部担当
現在に至る

48,000株

12 北
きた
　島
じま
　元
もと
　治

はる

（昭和41年 1 月28日）

昭和63年 4 月
平成 8 年11月
平成17年 6 月

平成19年 6 月

平成24年10月

ソニー株式会社入社
当社入社
当社取締役Ｃ＆Ｉ事業部長、
ＩＣＣ本部担当
当社常務取締役Ｃ＆Ｉ事業部長、
ＩＣＣ本部担当
当社常務取締役Ｃ＆Ｉ事業部、Ｉ
ＣＣ本部、ＳＩ事業開発推進本
部、ｈｏｎｔｏビジネス本部担当
現在に至る

150,000株

13 清
し
　水
みず
　孝
たか
　夫

お

（昭和25年 4 月20日）

昭和49年 4 月
平成19年 6 月

平成20年 6 月

平成24年10月

当社入社
当社取締役中部事業部長、総合
企画営業本部担当
当社常務取締役商印事業部、中
部事業部、総合企画営業本部、
榎町営業部担当
当社常務取締役情報ソリューシ
ョン事業部、総合企画営業本部、
榎町営業部担当
現在に至る

22,000株

14 塚
つか
　田

だ
　正
まさ
　樹

き

（昭和28年 6 月16日）

昭和53年 4 月
平成19年 6 月

平成23年 6 月

平成24年10月

当社入社
当社取締役住空間マテリアル事
業部長
当社常務取締役住空間マテリア
ル事業部長
当社常務取締役住空間マテリア
ル事業部、エネルギーシステム
事業部、事業開発センター担当
現在に至る

18,000株
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候補者
番　号

氏　　　　　名
（生　年　月　日）

略 歴、 地 位 及 び 担 当 並 び に
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
株 式 の 数

15 蟇
ひき
　田

た
　　　栄

さかえ

（昭和30年11月22日）

昭和53年 4 月
平成21年 6 月

平成23年 6 月

平成24年10月

当社入社
当社取締役ＩＰＳ事業部、ＣＢ
Ｓ事業部、教育・出版流通ソリ
ューション本部、総合企画営業
本部担当
当社常務取締役ＩＰＳ事業部、
ＣＢＳ事業部、教育・出版流通
ソリューション本部、総合企画
営業本部担当
当社常務取締役情報ソリューシ
ョン事業部長、総合企画営業本
部担当
現在に至る

19,000株

16 山
やま
崎
ざき
　 富

ふ
士
じ
雄
お

（昭和24年12月2日）

昭和47年 4 月
平成22年 6 月

平成24年 6 月

平成24年10月

当社入社
当社常務役員市谷事業部長、教
育・出版流通ソリューション本
部担当、電子出版ソリューショ
ン本部副本部長
当社常務取締役市谷事業部、教
育・出版流通ソリューション本
部担当、電子出版ソリューショ
ン本部副本部長
当社常務取締役市谷事業部、ｈ
ｏｎｔｏビジネス本部担当
現在に至る

6,000株

17 神
かん
　田

だ
　徳
とく
　次

じ

（昭和26年6月10日）

昭和49年 4 月
平成19年 6 月

平成24年 6 月

当社入社
当社役員（コーポレート・オフィ
サー）労務部長、人材開発部担当
当社常務取締役労務部、人材開
発部担当
現在に至る

13,000株

18

※
斎
さい
　藤

とう
　　　隆

たかし

（昭和25年 8 月 5 日）

昭和48年 4 月
平成22年 6 月

平成24年 4 月

当社入社
当社常務役員オプトマテリアル
事業部長
当社常務役員アドバンストオプ
ティクス事業部担当　
現在に至る

6,000株
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候補者
番　号

氏　　　　　名
（生　年　月　日）

略 歴、 地 位 及 び 担 当 並 び に
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
株 式 の 数

19
※
井
いの
　上

うえ
　　　覚

さとる

（昭和30年 1 月14日）

昭和53年 4 月
平成20年10月
平成25年 4 月

当社入社
当社技術開発センター長
当社技術本部副本部長　
現在に至る

7,000株

20 塚
つか
　田

だ
　忠
ただ
　夫

お

（昭和13年10月19日）

昭和57年11月
平成11年 4 月
平成11年10月
平成14年 6 月

東京工業大学教授
当社顧問
明治大学理工学部教授
当社取締役
現在に至る

2,000株

（注）
1．  ※印は新任候補者であります。
2．  当社の役職である「役員（コーポレート・オフィサー）」は、平成21年5月、「役員」
に名称を変更しております。

3．  当社は、取締役候補者黒田雄次郎氏が代表取締役を務める株式会社宇津峰カント
リー倶楽部と保有資産の貸付等の取引があります。

 なお、他の取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
4．  ・  取締役候補者のうち、塚田忠夫氏は、会社法施行規則第 2条第 3項第 7号に定

める社外取締役候補者であり、また、株式会社東京証券取引所が定める独立役
員として指定し、同取引所に届け出ており、本議案が承認可決された場合、引
き続き独立役員となる予定であります。

  ・  同氏を社外取締役候補者とした理由は、業務執行を行う経営陣から独立した客
観的な視点から当社経営に対する助言や監督を期待したためであります。

  ・  同氏は、過去に当社顧問となっておりますが、当社・当社子会社の業務執行を
行ったことはなく、学識経験者としての高い見識と幅広い経験に基づき、顧問
として独立した立場で、株主や投資家の皆様を含めた様々なステークホルダー
の視点により当社の経営に対して意見を述べていただくことを目的として、顧
問に就任していたものであります。

  ・  同氏は、会社の経営に関与した経験を有しておりませんが、これまでも適切な
助言をいただき、今後も期待できることから、社外取締役としての職務を適切
に遂行することができるものと判断いたしました。

  ・  同氏の当社社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって11年であります。
  ・  同氏と当社との間では、当社に対して負う会社法第423条第 1項の損害賠償責

任について、当社の社外取締役として職務を行うにつき善意でかつ重大な過失
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9

がないときは、同法第425条第 1項に定める最低責任限度額を限度とする内容
の責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合、当社は同氏と
の間の上記責任限定契約を継続する予定であります。

第3号議案　監査役 1名選任の件
監査役 1名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査
役 1名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

氏　　　　　名
（生　年　月　日） 略 歴、 地 位 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所有する当社

株 式 の 数

野
の
　村
むら
　晋
くに
　右
あき

（昭和20年 6 月13日）

昭和45年 4 月
昭和45年 4 月

平成17年 6 月
平成21年 6 月

弁護士登録（東京弁護士会）（現任）
柳田法律事務所（現・柳田国際法律事
務所）入所
当社監査役（現任）
野村綜合法律事務所設立
現在に至る

0株
重要な兼職の状況
株式会社三井住友フィナンシャルグループ　社外取締
役
株式会社三井住友銀行　社外取締役
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディング
ス株式会社　社外監査役

（注）
1．  野村晋右氏は、会社法施行規則第 2条第 3項第 8号に定める社外監査役候補者で
あります。

2．   ・  同氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏の弁護士としての専門的知見と企
業法務に関する豊富な経験により、社外監査役としての役割を適切に遂行して
いただけると判断したためであります。

  ・  同氏は、会社の経営に関与した経験を有しておりませんが、これまでも弁護士
としての専門的見地から適切に監査をしていただき、今後も期待できることか
ら、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたし
ました。

  ・  当社と同氏の重要な兼職先との関係は以下のとおりです。
① 当社と株式会社三井住友フィナンシャルグループとの間には、特別の関係は
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ありません。
②当社と株式会社三井住友銀行との間には、印刷物等の取引関係があります。
③ 当社とＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社と
の間には、特別の関係はありません。

  ・  同氏の当社社外監査役在任期間は、本総会終結の時をもって8年であります。
  ・  同氏と当社との間では、当社に対して負う会社法第423条第 1項の損害賠償責

任について、当社の社外監査役として職務を行うにつき善意でかつ重大な過失
がないときは、同法第425条第 1項に定める最低責任限度額を限度とする内容
の責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合、当社は同氏と
の間の上記責任限定契約を継続する予定であります。

第4号議案　当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件
当社は、平成19年 5月17日開催の取締役会において、「当社株式の大量
取得行為に関する対応策」を導入し、平成19年 6月28日開催の第113期
定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき、その後、平成
22年 6月29日開催の第116期定時株主総会において、株主の皆様のご承
認により、その一部を変更した上で継続しております（以下「現プラン」
といいます。）。
現プランの有効期間は、平成25年 6月27日開催の第119期定時株主総会
（以下「本定時株主総会」といいます。）終結の時までとなっておりま
すが、当社は、現プランの導入後も、社会・経済情勢の変化、買収防
衛策に関する様々な議論の動向等を踏まえ、当社の企業価値ひいては
株主共同の利益を確保するための取り組みの一つとして、株主の皆様
への随時の情報提供、株主の皆様にご判断いただく時間確保の点から、
継続の是非を含め、そのあり方について引き続き検討してまいりまし
た。
その結果、平成25年 5月13日開催の当社取締役会において、会社法施
行規則第118条第 3号に定める「当社の財務及び事業の方針の決定を支
配する者の在り方に関する基本方針」（以下「会社の支配に関する基本
方針」といいます。）に照らして不適切な者によって、当社の財務およ
び事業の方針の決定が支配されることを防止する取り組みとして、本
定時株主総会における株主の皆様のご承認を条件に、現プランの一部
を変更して継続することを決定しました（以下、変更後の対応策を「本
プラン」といいます。）。本議案は、本プランの継続について、株主の
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皆様のご承認をお願いするものであります。
なお、本プランの内容につきましては、本頁から33頁に記載しており
ますが、現プランからの主な変更点は次のとおりです。
・  企業価値研究会が平成20（2008）年 6月30日に公表した報告書「近時
の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容の趣旨を尊重
し、不適切な買収者等が保有する新株予約権の対価として、当社は金
員等の交付を行わない旨を明記しました。
本プランにつきましては、本プランの具体的運用が適正に行われるこ
とを条件として、社外監査役 3名を含む監査役全員から賛同を得てお
ります。

（本プラン）
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の具体的内容
1．会社の支配に関する基本方針
　当社は、株式を上場して市場での自由な取引に委ねているため、会社を支配す
る者のあり方は、最終的には株主全体の意思に基づいて決定されるべきであり、
会社の支配権の移転を伴う買収提案に応じるか否かの判断についても、最終的に
は、株主全体の意思に基づいて行われるべきものと考えます。
　しかし、当社株式の大量買付行為の中には、大量買付者のみが他の株主の犠牲
の上に利益を得るような大量買付行為、株主が買付けに応じるか否かの判断をす
るために合理的に必要な期間・情報を与えない大量買付行為、大量買付け後の経
営の提案が不適切である大量買付行為、大量買付者の買付価格が不当に低い大量
買付行為等、株主共同の利益を毀損するものもあり得ます。
　当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方として、当
社の企業理念を理解し、当社の様々なステークホルダーとの信頼関係を築きなが
ら、企業価値ひいては株主共同の利益を中・長期的に確保・向上させることがで
きる者でなければならないと考えています。したがいまして、企業価値ひいては
株主共同の利益を毀損する虞れのある不適切な大量買付行為を行う者は、当社の
財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。

2．当社の企業価値向上・株主共同の利益確保への取組みと本プランの目的
　当社の前身である「秀英舎」は、明治 9（1876）年に創業しました。当時の舎
則に「文明の営業」という記述がありますが、明治維新から間もなく国の近代化
が急がれていた時代に、金属活字を用いた活版印刷という当時最先端の技術を用
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いて、わが国文明社会の発展に貢献したいという高い志を表しています。その後、
昭和20（1945）年頃までは、主に出版印刷を専門に行っておりましたが、昭和26
（1951）年に紙器分野に進出したのを皮切りに、包装、建材、エレクトロニクス、
ビジネスフォーム、情報記録材、産業資材の分野へと、事業領域を拡大してきま
した。これを当社では、印刷技術の応用発展による「拡印刷」と表現し、当社の
事業戦略の柱としております。この「拡印刷」を可能にしているのが、当社が永
年にわたり開発し、育んできたコーティング、パターニング、微細加工などを含
む高度な印刷技術であり、これらの技術を有機的に応用、複合させて、常に社会
に有益な製品とサービスを提供していこうとする、当社の創業時の精神を礎とす
る企業文化であります。
　このような当社事業の歴史的背景を踏まえ、当社では、平成13（2001）年 5月
に21世紀ビジョンを策定し、新たな経営理念として「21世紀の知的に活性化され
た豊かで創発的な社会に貢献する」ことを掲げました。そして、創業以来培って
きた印刷技術（Printing Technology）と、1970年代前半から取り組み、蓄積し
てきた情報技術（Information Technology）を融合させ、顧客と生活者の多様な
課題を解決するためのソリューションの提供を通じて、創発的な社会に貢献する
ことを目指しています。
　また、企業は、業績の向上や財務体質の強化だけではなく、その社会的な責任
を果たすことが強く求められていますが、当社では、ＣＳＲ（Corporate Social 
Responsibility）があまり語られていない頃から、顧客や生活者をはじめさまざ
まなステークホルダーを常に意識して、文化活動をはじめ、環境保全活動などに
積極的に取り組んできました。当社は、ＣＳＲを、1）社会に対して高い価値を提
供する、2）その価値創造プロセスを公正・公平に遂行する、そして 3）社会に対す
る説明責任を果たし透明性を高めていくという 3つの責任として捉えています。
そして、これらの責任を着実に実行していくことで社会から信頼される企業であ
り続けたいと考えています。
　当社は、これまでに培ってきた技術力や企業文化を融合して、情報コミュニケー
ション、生活・産業、そしてエレクトロニクスの各分野において先端的な製品・サー
ビスとソリューションを開発・提供してきました。さらに、最近では、ライフサ
イエンス分野やエネルギー分野などを新規事業として、今日の社会が抱える高齢
化社会への対応や地球環境問題の解決に取り組んでいます。こうした活動を継続
的に展開することにより、社会になくてはならない存在となってきていると自負
しております。今後とも、印刷技術（Ｐ）と情報技術（Ｉ）を融合させた「Ｐ＆
ＩソリューションＤＮＰ」をコンセプトワードとして、中・長期的な視野に立って、
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様々なステークホルダーとの「対話」を重視し、あらゆる産業にわたる顧客と生
活者の課題を的確に把握し、その解決に向けて当社グループの総合力を発揮して
いくことで、更なる発展を図ることができると確信すると共に、それが当社の企
業価値の向上と株主共同の利益に資するものと考えています。
　このように、当社は、当社の企業価値と株主共同の利益の向上に努めていく所
存ではありますが、わが国において、対象となる会社の経営陣の賛同を得ること
なく、一方的に大量の株式の買付けを強行するという事例が見られることも事実
です。もちろん、当社は、このような大量買付けであっても株主の皆様や取引先、
顧客、地域社会、従業員等のステークホルダーの利益に資するものであれば、一
概にこれを否定するものではなく、資本市場のルールに則り株式を買い付ける行
為それ自体を否定するものではありません。また、当社は、株式会社の支配権の
移転を伴う買収提案に対する判断は、最終的には株主全体の意思に基づき行われ
るべきものと考えております。しかしながら、これらの大量買付けの中には、そ
の目的等から見て、企業価値の向上や株主共同の利益を損なう虞れがあるものも
少なくありません。　
　こうした事情に鑑み、当社取締役会は、買付けに応じるべきか否かを株主の皆
様が適切に判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するため
に必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために不当な買収に対する交渉
を行うこと等を可能にするだけでなく、当社の企業価値・株主共同の利益に反す
る買付行為を抑止するための枠組みとして、一定の場合には企業価値・株主共同
の利益を守るために必要かつ相当な措置をとることが、当社取締役会としての責
務であると考え、現プランを見直した上で、継続することといたしました。

3．本プランの内容
（1）本プランの概要
　（a）本プランの発動に係る手続の設定

　本プランは、当社の株券等に対する買付けその他これに類似する行為又
はその提案（以下「買付け等」といいます｡）が行われる場合に、買付け
等を行おうとする者又はその提案者（以下併せて「買付者等」といいます｡）
に対し、事前に当該買付け等に関する情報の提供を求め、当該買付け等に
ついての情報収集・検討等を行う期間を確保し、株主の皆様に当社取締役
会の計画や代替案等を提示したり、買付者等との交渉等を行う場合の手続
を定めています（下記（2）「本プランの発動に係る手続」ご参照）。
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　（b）本プランの発動と取締役の恣意的判断を排するための独立委員会の設置
　買付者等の行為が、当社の企業価値・株主共同の利益を害する虞れがあ
ると認められる場合（その要件の詳細については下記（3）「本新株予約権
の無償割当ての要件」ご参照）には、当社は、取締役会決議により、新株
予約権（当該買付者等による権利行使は認められないとの行使条件及び当
社が当該買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得する
旨の取得条項が付されたものであり、その詳細は下記（4）「本新株予約権
の無償割当ての概要」にて後述するものとし、以下「本新株予約権」とい
います｡）を、無償割当ての方法（会社法第277条以降に規定されます｡）
により、当社取締役会が定める一定の日における全ての株主に対して割り
当てます。
　本プランにおいて、本新株予約権の無償割当ての実施・不実施又は取得
等の判断については、取締役の恣意的判断を排するため、独立委員会規則
（その概要については別紙 1ご参照）にしたがい、当社の業務執行を行う
経営陣から独立した者から構成される独立委員会を設置し、その客観的な
判断を経るものとします。なお、本プランにおける独立委員会の委員候補
者の氏名及び略歴については別紙2のとおりです。

　（c）本新株予約権の行使及び当社による本新株予約権の取得
　本プランにしたがって本新株予約権の無償割当てがなされ､買付者等以
外の株主の皆様により本新株予約権が行使された場合、又は当社による本
新株予約権の取得と引換えに買付者等以外の株主の皆様に対して当社株式
が交付された場合、当該買付者等の有する当社株式の議決権割合は、当該
行使・取得前の約 2分の 1にまで希釈化される可能性があります。

（2）本プランの発動に係る手続
　（a）対象となる買付け等

　当社は、本プランに基づき、以下の①又は②に該当する買付け等がなさ
れるときに、本プランに定められる手続にしたがい本新株予約権の無償割
当てを実施いたします。
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① 当社が発行者である株券等¹について、保有者²の株券等保有割合³が20％以
上となる買付け等
② 当社が発行者である株券等⁴について、公開買付け⁵に係る株券等の買付け
等を行う者の株券等所有割合⁶及びその特別関係者⁷の株券等所有割合の合
計が20％以上となる公開買付け

　（b）買付者等に対する情報提供の要求
　上記（a）に定める買付け等を行おうとする買付者等は、当社取締役会
が友好的買付けであると認めた場合を除き、買付け等の実行に先立ち、当
社に対して、当該買付者等が買付け等に際して本プランに定める手続を遵
守する旨の誓約文言等を記載した当社所定の書面（以下「買付説明書」と
いいます｡）、及び買付者等の買付内容の検討に必要な情報（以下「本必要
情報」といいます｡）を、当社の定める書式により提出していただきます。
　独立委員会は､提出された情報が本必要情報として不十分であると判断
した場合には、買付者等に対し、適宜回答期限（最長60日）を定めた上、
自ら又は当社取締役会等を通して本必要情報を追加的に提出するよう求め
ることがあります。この場合、買付者等においては、当該期限までに、本
必要情報を追加的に提供していただきます。
　なお、本必要情報の言語は、追加的に提供していただくものを含め、日
本語に限らせていただきます。

1  金融商品取引法第27条の23第 1項に定義されます。本書において別段の定めがない限り
同じとします。
2   金融商品取引法第27条の23第 3項に基づき保有者に含まれる者を含みます（当社取締役
会がこれに該当すると認めた者を含みます｡）。
3  金融商品取引法第27条の23第 4項に定義されます。
4 金融商品取引法第27条の 2第 1項に定義されます。②において同じとします。
5 金融商品取引法第27条の 2第 6項に定義されます。
6 金融商品取引法第27条の 2第 8項に定義されます。
7  金融商品取引法第27条の 2第 7項に定義されます （当社取締役会がこれに該当すると認
めた者を含みます｡）。但し、同項第 1号に掲げる者については、発行者以外の者による
株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第 2項で定める者を除きます。
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　　　本必要情報の基本的な項目は次のとおりです。
記

① 買付者等及びそのグループ（共同保有者、特別関係者及び（ファンドの場
合は）組合員その他の構成員を含みます｡）の詳細（具体的名称、資本構成、
財務内容等を含みます｡）
② 買付け等の目的、方法及び内容（買付け等の対価の価額･種類、買付け等
の時期、関連する取引の仕組み、買付け等の方法の適法性、買付け等の実
現可能性等を含みます｡）
③ 買付け等の価額の算定根拠（算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算
定に用いた数値情報及び買付け等に係る一連の取引により生じることが予
想されるシナジー効果の内容（そのうち他の株主に対して分配されるシナ
ジーの内容を含みます｡）及びその算定根拠等を含みます｡）
④ 買付け等の資金の裏付け（買付け等の資金の提供者（実質的提供者を含み
ます｡）の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます｡）
⑤ 買付け等の後の当社グループの基本的な経営方針、事業計画、資本政策及
び配当政策
⑥ 買付け等の後における当社の従業員、取引先、顧客その他の当社に係る利
害関係者の処遇方針
⑦ 当社の他の株主との間の利益相反を回避するための具体的方策
⑧ その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報
　 　なお、独立委員会は、買付者等が本プランに定められた手続にしたがう
ことなく買付け等を開始したものと認める場合には、引き続き買付説明書
及び本必要情報の提出を求めて買付者等と協議・交渉等を行うべき特段の
事情がある場合を除き、原則として、下記（d）①記載のとおり、当社取
締役会に対して、本新株予約権の無償割当てを実施することを勧告するも
のとします。

　（c）買付け等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の検討
①当社取締役会に対する情報提供の要求
　 　買付者等から買付説明書及び本必要情報が提出された場合、独立委員会
は、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から買付説
明書及び本必要情報の内容と当社取締役会の事業計画、当社取締役会によ
る当社自身の企業評価等との比較検討を行うために、当社取締役会に対し
ても、適宜回答期限（最長30日）を定めた上、買付者等の買付け等の内容
に対する意見（留保する旨の意見を含むものとします。以下同じ｡）及び
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その根拠資料、代替案（もしあれば）その他独立委員会が適宜必要と認め
る情報・資料等を提示するよう要求することがあります。
②独立委員会による検討作業
　 　独立委員会は、買付者等及び（当社取締役会に対して上記のとおり情報・
資料等の提示を要求した場合には）当社取締役会からの情報・資料等を受
領した後60日間（下記（d）③に記載する場合には、独立委員会は当該期間を、
更に延長（最長30日）することができるものとします。以下「独立委員会
検討期間」といいます｡）、買付者等の買付け等の内容の検討、買付者等と
当社取締役会の事業計画等に関する情報収集・比較検討等及び当社取締役
会の提供する代替案の検討を行います。また、独立委員会は、当社の企業
価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から当該買付け等の内容を
改善させるために必要であれば、直接又は間接に、当該買付者等と協議・
交渉等を行い、又は買付け等の内容もしくは当社取締役会等による代替案
の株主等に対する提示の勧告等を行うものとします。
　 　独立委員会が､当社の企業価値・株主共同の利益にとって最善の判断を
するための一助として、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（フ
ァイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントそ
の他の専門家を含みます｡）の助言を得ることができるものとします。独
立委員会が、自ら又は当社取締役会等を通して、検討資料その他の情報提
供、協議・交渉等を求めた場合には、買付者等は、速やかにこれに応じな
ければならないものとします。
③情報開示
　 　当社は、買付者等から買付説明書が提出された事実、独立委員会検討期
間が開始された事実及び本必要情報その他の情報のうち独立委員会が適切
と判断する事項について、独立委員会が適切と判断する時点で速やかに株
主の皆様に対する情報開示を行います。

　（d）独立委員会における判断方法
　 　独立委員会は、買付者等が出現した場合において、以下の手続にしたが
うものとします。
①独立委員会が本新株予約権の無償割当ての実施を勧告する場合
　 　独立委員会は、買付者等が上記（b）及び（c）に規定する手続を遵守し
なかった場合、又は買付者等の買付け等の内容の検討、買付者等との協議・
交渉等の結果、買付者等による買付け等が下記（3）「本新株予約権の無償
割当ての要件」に定める要件のいずれかに該当し、本新株予約権の無償割

第119期株主総会招集通知.indd   17第119期株主総会招集通知.indd   17 13.5.21   1:50:39 PM13.5.21   1:50:39 PM



当てを実施することが相当であると判断した場合には、独立委員会検討期
間の開始又は終了の如何にかかわらず、当社取締役会に対して、本新株予
約権の無償割当てを実施することを勧告します。
　 　なお、独立委員会は、買付者等による買付け等が下記（3）「本新株予約
権の無償割当ての要件」に定める要件のいずれかに該当し、本新株予約権
の無償割当てを実施することが相当であると判断する場合でも、これにつ
いて株主総会の承認を得ることが相当であると判断するときは、新株予約
権の無償割当ての実施に関して事前に株主総会の承認を得るべき旨の留保
を付すことができるものとします。
　 　また、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての実施の勧告をし
た後も、以下のいずれかの事由に該当すると判断した場合には、行使期間
開始日（下記（4）（f）において定義されます｡）までの間は、（無償割当て
の効力発生前においては）本新株予約権の無償割当ての中止、又は（無償
割当ての効力発生後においては）本新株予約権を無償にて取得する旨の新
たな勧告を行うことができるものとします。
（イ） 当該勧告後買付者等が買付け等を撤回した場合その他買付け等が存在

しなくなった場合
（ロ） 当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者等に

よる買付け等が下記（3）「本新株予約権無償割当ての要件」に定める
要件のいずれにも該当しないか、又は該当しても本新株予約権の無償
割当てを実施することもしくは行使を認めることが相当ではない場合

②独立委員会が本新株予約権の無償割当ての不実施を勧告する場合
　 　独立委員会は、買付者等の買付け等の内容の検討、買付者等との協議・
交渉等の結果、買付者等による買付け等が下記（3）「本新株予約権の無償
割当ての要件」に定める要件のいずれにも該当しない、又は該当しても
本新株予約権の無償割当てを実施することが相当でないと判断した場合に
は、独立委員会検討期間の終了の如何にかかわらず、当社取締役会に対し
て、本新株予約権の無償割当てを実施しないことを勧告します。
　 　但し、独立委員会は、かかる勧告の判断の前提となった事実関係等に変
動が生じ、上記①の要件を充足することとなった場合には、本新株予約権
の無償割当ての実施の勧告を含む別個の判断を行い、これを当社取締役会
に勧告することができるものとします。
③独立委員会が独立委員会検討期間の延長を行う場合
　 　独立委員会が、独立委員会検討期間満了時までに、本新株予約権の無償
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割当ての実施又は不実施の勧告を行うに至らない場合には、独立委員会は、
当該買付者等の買付け等の内容の検討、当該買付者等との協議･交渉、代
替案の作成等に必要とされる合理的な範囲内（最長30日）で､独立委員会
検討期間を延長する旨の決議を行います。
　 　上記決議により独立委員会検討期間が延長された場合、独立委員会は、
引き続き情報収集、検討等を行うものとし、延長期間内に本新株予約権の
無償割当ての実施又は不実施の勧告を行うよう最大限努めるものとしま
す。
④情報開示
　 　当社は、独立委員会が上記①から③に定める勧告等の決議をした場合そ
の他独立委員会が適切と判断する場合には、当該決議の概要（独立委員会
検討期間の終了の事実を含みます。）その他独立委員会が適切と判断する
事項（③にしたがい独立委員会検討期間を延長する場合には延長の期間及
び理由を含みます｡）について、速やかに情報開示を行います。

　（e）取締役会の決議
　 　当社取締役会は、独立委員会による上記勧告を最大限尊重して、本新株
予約権の無償割当ての実施又は不実施等に関する会社法上の機関としての
決議を行うものとします。なお、独立委員会が本新株予約権の無償割当て
を実施すべき旨の勧告を行うに際して、当該実施に関して事前に株主総会
の承認を得るべき旨の留保を付した場合であって、当社取締役会が、株主
総会の開催に要する時間等を勘案した上、善管注意義務に照らし株主の意
思を確認することが適切と判断する場合には、当社取締役会は、実務上可
能な限り速やかに株主総会を招集し、本新株予約権の無償割当ての実施に
関する議案を付議するものとします。当社取締役会は、当該株主総会にお
いて本新株予約権の無償割当ての実施に関する議案が可決された場合に
は、本新株予約権の無償割当ての実施に関する決議を行い、当該株主総会
において本新株予約権の無償割当ての実施に関する議案が否決された場合
には、本新株予約権の無償割当ての不実施に関する決議を行うものとしま
す。
　 　当社取締役会は、上記決議を行った場合、速やかに、当該決議の概要そ
の他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。
なお、買付者等は、当社取締役会が本新株予約権の無償割当ての実施又は
不実施に関する決議を行うまでの間、買付け等を実行してはならないもの
とします。
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（3）本新株予約権の無償割当ての要件
　当社は、買付者等が本プランに定める手続を遵守しない場合、又は買付
者等による行為等が下記のいずれかに該当する場合において、当社の企業
価値ひいては株主共同の利益を著しく損ない、本新株予約権の無償割当て
を実施することが相当と認められるときは、上記（2）「本プランの発動に
係る手続」（e）に記載される当社取締役会の決議により、本新株予約権の
無償割当てを実施することを予定しております。なお、上記（2）「本プラ
ンの発動に係る手続」（e）のとおり、下記の要件に該当し本新株予約権の
無償割当てを実施することが相当か否かについては、独立委員会の勧告を
最大限尊重して決定されることになります。

記
① 次に掲げる行為等により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対
する明白な侵害をもたらす虞れのある買付け等である場合
（a） 買付者等が、真に当社の経営に参加する意思がないにもかかわらず、

ただ株価をつり上げて高値で株式を当社又は当社関係者に引き取らせ
る目的で買付け等を行おうとしていると判断される行為

（b） 買付者等が、当社の経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な
知的財産権、ノウハウ、企業秘密、主要取引先や顧客等を買付者等や
そのグループ会社に移譲させる等、いわゆる焦土化経営を行う目的で
買付け等を行おうとしていると判断される行為

（c） 買付者等が、当社の経営を支配した後に当社の資産を買付者等やその
グループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する目的で買付け
等を行おうとしていると判断される行為

（d） 買付者等が、当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係
していない不動産、有価証券その他の資産等を売却等処分させ、その
処分利益をもって一時的な高配当をさせるか、又は一時的高配当によ
る株価の急上昇の機会を狙って当社株式の高価売抜けをする目的で
買付け等を行おうとしていると判断される行為

② 買付者等の提案する買付け等の方法が、強圧的二段階買収（最初の買付
けで全株式の買付けを勧誘することなく、二段目の買付条件を不利に設
定し、又は明確にしないで、公開買付け等の株式買付けを行うこと）等、
株主の判断の機会又は自由を制約し、事実上、株主に当社株式の売却を
強要する虞れがあると判断される場合（但し、部分的公開買付けである
ことをもって当然にこれに該当するものではない。）
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③ 買付者等による支配権取得により、顧客、従業員その他の利害関係者の
利益を含む当社の企業価値の毀損が予想され、ひいては株主共同の利益
の確保・向上を妨げる虞れがあると判断される場合
④ 買付者等が支配権を獲得する場合の当社の企業価値が、中長期的な比較
において、当該買付者等が支配権を取得しない場合の当社の企業価値と
比べて明らかに劣ると判断される場合
⑤ 買付け等の条件（対価の価額・種類、買付け等の時期、買付け等の方法
の適法性、買付け等の実現可能性、買付け等の後の経営方針又は事業計画、
買付け等の後における当社の少数株主、従業員、取引先、顧客その他の
当社に係る利害関係者に対する方針等を含みます。）が当社の企業価値ひ
いては株主共同の利益に鑑み著しく不十分又は不適当な買付け等である
場合
⑥ 買付者等の経営者又は主要株主に反社会的勢力と関係を有する者が含ま
れている場合等、買付者等が公序良俗の観点から当社の支配株主として
不適切であると判断される場合

（4）本新株予約権の無償割当ての概要
　本プランに基づき実施する予定の本新株予約権の無償割当ての概要は、以
下のとおりです。

　（a）本新株予約権の数
　 　本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議（以下「本新株予約権
無償割当決議」といいます｡）において当社取締役会が定める一定の日（以
下「割当期日」といいます｡）における当社の最終の発行済株式総数（但し、
同時点において当社の有する当社株式の数を控除します｡）と同数の新株
予約権を割り当てます。

　（b）割当対象株主
　 　割当期日における当社の最終の株主名簿に記録された当社以外の株主
（以下「割当対象株主」といいます｡）に対し、その保有する当社株式 1株
につき本新株予約権 1個の割合で、本新株予約権の無償割当てを実施しま
す。

　（c）本新株予約権の無償割当ての効力発生日
　　本新株予約権無償割当決議において、当社取締役会が定めます。

　（d）本新株予約権の目的である株式の数
　 　本新株予約権 1個当たりの目的となる株式の数（以下｢対象株式数｣とい
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います｡）は、新株予約権 1個につき 1株とします。
　（e）本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
　 　本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、新株予約権の
行使に際して出資される財産の株式 1株当たりの価額は、金 1円以上で当
社株式 1株の時価の50％相当額以下の範囲内において当社取締役会が新株
予約権無償割当決議において定める価額とします。

　（f）本新株予約権の行使期間
　  　本新株予約権無償割当決議において当社取締役会が定めた日を初日（以
下かかる行使期間の初日を「行使期間開始日」といいます｡）とし、 1ケ
月間から 3ケ月間までの範囲で本新株予約権無償割当決議において当社取
締役会が定める期間とします。但し、下記（i）項のとおり、当社による
本新株予約権の取得がなされる場合、当該取得に係る本新株予約権の行使
期間については、当該取得日の前日までとします。また、行使期間の最終
日が行使に際して払い込まれる金銭の払込取扱場所の休業日にあたるとき
は、その前営業日を最終日とします。
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　（g）本新株予約権の行使の条件
　 　（i）特定大量保有者¹、 （ii）特定大量保有者の共同保有者²、（iii）特定大
量買付者³、（iv）特定大量買付者の特別関係者⁴、もしくは（v）上記（i）
ないし（iv）に該当する者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得る
ことなく譲り受けもしくは承継した者、又は、（vi）上記（i）ないし（v）
に該当する者の関連者⁵は、原則として本新株予約権を行使することがで
きません。また、外国の適用法令上、本新株予約権を行使することにより
所定の手続が必要とされる非居住者も、原則として本新株予約権を行使す
ることができません（但し､非居住者の本新株予約権も､下記（i）項のとお
り、当社による当社株式を対価とする取得の対象となります｡）。

1  当社が発行者である株券等（金融商品取引法第27条の23第 1項に定義されます。）の保
有者（同法第27条の23第 3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。）で、当該株券
等に係る株券等保有割合（同法第27条の23第 4項に定義されます。）が20%以上である者
（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）をいいます。
2  金融商品取引法第27条の23第 5項に定義され、同条第 6項に基づき共同保有者とみなさ
れる者を含みます（当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます。）。
3  公開買付け（金融商品取引法第27条の 2第 6項に定義されます。）によって当社が発行者
である株券等（同法第27条の 2第 1項に定義されます。以下同じ。）の買付け等（同法
第27条の 2第 1項に定義されます。以下同じ。）を行う旨の公告を行った者で、当該買
付け等の後におけるその者の所有（これに準ずるものとして金融商品取引法施行令第 7
条第 1項に定める場合を含みます。）に係る株券等の株券等所有割合（金融商品取引法
第27条の 2第 8項に定義されます。以下同じ。）がその者の特別関係者の株券等所有割
合と合計して20%以上となる者（当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みま
す。）をいいます。
4  金融商品取引法第27条の 2第 7項に定義されます（当社取締役会がこれに該当すると認
めた者を含みます。）。但し、同項第 1号に掲げる者については、発行者以外の者による
株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第 2項で定める者を除きます。
5  ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその者
と共同の支配下にある者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）、又
はその者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者をいいます。
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　（h）本新株予約権の譲渡
　 　本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要し
ます。

　（i）当社による本新株予約権の取得
① 当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が本新株予約権を
取得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役
会が定める日の到来をもって、無償で本新株予約権全部を取得することが
できるものとします。
② ①にかかわらず、当社は、当社取締役会が定める日の到来をもって、上記
（g）項（i）ないし（vi）に該当する者以外の者が有する本新株予約権のうち、
当社取締役会が定める日の前日までに未行使のものの全てを取得し、これ
と引換えに、本新株予約権 1個につき対象株式数の当社株式を交付するこ
とができるものとします。また、かかる取得がなされた日より後に、本新
株予約権を有する者のうち、上記（g）項（i）ないし（vi）に該当する者
以外の者が存在すると当社取締役会が認める場合には、上記取得がなされ
た日より後の当社取締役会が定める日の到来をもって、当該者の有する本
新株予約権のうち、当社取締役会の定める日の前日までに未行使のものの
全てを取得し、これと引換えに、本新株予約権 1個につき対象株式数の当
社株式を交付することができるものとし、その後も同様とします。なお、
上記（g）項（i）ないし（vi）に該当する者に対しては、企業価値研究会
が平成20（2008）年 6月30日に公表した報告書「近時の諸環境の変化を踏
まえた買収防衛策の在り方」の内容の趣旨を尊重し、それらの者が保有す
る新株予約権の対価として金員等の交付を行わないものとします。

（5）本プランの有効期間
　本プランの有効期間は、本定時株主総会の日から 3年間（平成28（2016）
年 3月期に関する定時株主総会の終結の時まで）とし、以降、本プランの継
続（一部修正した上での継続を含みます。）については定時株主総会の承認
を得ることとします。当社取締役会は、本プランを継続することが承認され
た場合、その旨を速やかにお知らせいたします。

（6）本プランの廃止及び変更
　本プランについては、有効期間の満了前であっても、①当社の株主総会に
おいて本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、又は②独立委員会の勧
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告を経て、当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合
には、本プランはその時点で廃止されるものとします。したがって、本プラ
ンは、株主の皆様のご意向にしたがってこれを廃止することが可能です。
　また、当社取締役会は、関連する法制度の動向その他当社を取り巻く様々
な状況に対応するため、③本プランの有効期間中であっても、独立委員会の
勧告を得た上で、本プランを修正し、又は変更する場合があります。
　当社は、本プランが廃止又は変更された場合には、当該廃止又は変更等の
事実及び（変更の場合には）変更等の内容その他の事項について、速やかに
情報開示を行います。

4．本プランの合理性
（1）買収防衛策に関する指針等の要件を完全に充足していること

　本プランは、経済産業省及び法務省が平成17（2005）年 5月27日に公表し
た「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する
指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事
前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則）を完全に充足しています。
また、経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20（2008）年 6月30日
に公表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の
内容も十分踏まえたものとなっております。

（2）株主意思を重視するものであること（株主総会決議とサンセット条項）
　本プランは、本定時株主総会における株主の皆様からのご承認を得られた
場合は、その有効期間は、平成28（2016）年 3月期に関する定時株主総会の
終結の時までの 3年間となります。また、当社の取締役の任期は 1年ですの
で、たとえ本プランの有効期間中であっても、取締役の選任を通じて株主の
皆様のご意向を示していただくことが可能です。さらに、本プランの有効期
間の満了前であっても、株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行
われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、この点でも
株主の皆様のご意向が反映されます。

（3）当社の業務執行を行う経営陣から独立した独立委員会の判断と情報開示
　独立委員会は、当社社外取締役、社外監査役、又は独立委員会規則が定め
る一定の要件を備えた社外の有識者のいずれかに該当する者から構成され、
実際に当社株式に対して買付け等がなされた場合には、独立委員会が、独立
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委員会規則にしたがい、当該買付け等が当社の企業価値・株主共同の利益を
毀損するか否か等について当社取締役会へ勧告を行い、当社取締役会はその
判断を最大限尊重して新株予約権の無償割当ての実施又は不実施等に関する
会社法上の機関としての決議を行います。
　このように、独立委員会は、取締役が恣意的に本プランを発動することの
ないよう、厳しく監視するとともに、独立委員会の判断の概要については株
主の皆様に情報開示をするものであり、当社の企業価値・株主共同の利益に
資するべく本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。

（4）合理的な客観的要件の設定
　本プランは、合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように
設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組み
を確保しています。

（5）第三者専門家の意見の取得
　買付者等が出現すると、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（フ
ァイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその
他の専門家）の助言を得ることができることとしています。これにより、独
立委員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みが確保さ
れています。

（6）デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと
　本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会に
よりいつでも廃止することができるものとされており、当社の株券等を大量
に買い付けようとする者が、自己の指名する取締役を当社株主総会で選任し、
かかる取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止することが可能
です。
　したがいまして、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（株主総会で取
締役の過半数の交代が決議された場合においても、なお廃止又は不発動とす
ることができない買収防衛策）ではありません。また、当社の取締役の任期
は 1年であり、取締役の期差選任又は解任要件の加重も行っていないため、
本プランはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行
うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）
でもありません。
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5．株主及び投資家の皆様等への影響
（1）本プランが株主及び投資家の皆様に与える影響等

　本プランは、株主の皆様が買付者等による買付け等に応じるか否かを判断
するため、買付者等から買付内容の検討に必要な情報の提供を受け、また、
現に経営を担っている当社取締役会から当該買付け等に対する意見や代替案
の提供・提示を受ける機会を確保することを目的としています。これにより
株主の皆様は、十分な情報のもとで、買付け等に応じるか否かについて適切
な判断をすることが可能となり、そのことが当社の企業価値・株主共同の利
益の保護につながるものと考えます。したがいまして、本プランの設定は、
株主及び投資家の皆様の利益に資するものであると考えております。なお、
上記 3．において述べたとおり、買付者等が本プランを遵守するか否かによ
り買付け等に対する当社の対応方針が異なりますので、株主及び投資家の皆
様におかれましては、買付者等の動向にご注意ください。

（2）本新株予約権の無償割当て時に、株主及び投資家の皆様に与える影響
　本プランの発動時においては、当社取締役会が本新株予約権無償割当決議
において別途定める割当期日における株主の皆様に対し、その保有する株式
1株につき本新株予約権 1個の割合で本新株予約権が無償にて割り当てられ
ます。仮に、株主の皆様が、権利行使期間内に、金銭の払込みその他下記（3）
（a）において詳述する本新株予約権の行使の手続を経ない場合には、他の株
主の皆様による本新株予約権の行使により、その保有する当社株式が希釈化
することになります。但し、当社は、取締役会の決定により、下記（3）（b）
に記載する手続により、上記 3．（4）（g）項（i）ないし（vi）に該当する者
以外の株主の皆様から本新株予約権を取得し、それと引換えに当社株式を交
付することがあります。当社がかかる取得手続を取った場合、上記3．（4）（g）
項（i）ないし（vi）に該当する者以外の株主の皆様は、本新株予約権の行使
及び行使価額相当の金銭の払込みをせずに、当社株式を受領することとなり、
保有する当社株式 1株当たりの価値の希釈化は生じますが、保有する当社株
式全体の価値の希釈化は生じません。
　なお、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後において、
当社が、本新株予約権の無償割当てを中止し、又は無償割当てされた本新株
予約権を無償取得する場合には、1株当たりの株式の価値の希釈化は生じま
せんので、1株当たりの株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買
を行った投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があり
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ます。

（3）本新株予約権の無償割当てに伴って、株主の皆様に必要となる手続
　（a）本新株予約権の行使の手続

　当社は、割当期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様に対
し、原則として、本新株予約権の行使請求書（行使に係る本新株予約権の
内容及び数、本新株予約権の行使日等の必要事項、並びに株主ご自身が本
新株予約権の行使条件を充足すること等についての表明保証条項、補償条
項その他の誓約文言を含む当社所定の書式によるものとします｡）その他
本新株予約権の権利行使に必要な書類を送付いたします。本新株予約権の
無償割当て後、株主の皆様においては、行使期間内に、これらの必要書類
を提出した上、原則として、本新株予約権 1個当たり、金 1円以上で当社
株式 1株の時価の50％相当額以下の範囲内において当社取締役会が新株予
約権無償割当決議において定める価額を払込取扱場所に払い込むことによ
り、 1個の本新株予約権につき、 1株の当社株式が発行されることになり
ます。

　（b）当社による本新株予約権取得の手続
　当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、
法定の手続にしたがい、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本
新株予約権を取得します。また、本新株予約権の取得と引換えに対象株式
数の当社株式を株主の皆様に交付するときは、速やかにこれを交付いたし
ます。なお、この場合、かかる株主の皆様には、別途、ご自身が上記3．（4）
（g）項（i）ないし（vi）に該当する者でないこと等についての表明保証条項、
補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式をご提出いただくことが
あります。

　 　上記のほか、割当方法、行使の方法及び当社による取得の方法の詳細につ
きましては、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会の決議が行わ
れた後、株主の皆様に対して情報開示又は通知いたしますので、当該内容を
ご確認下さい。

 以　上
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 別紙 1
独立委員会規則の概要

・独立委員会は、当社取締役会の決議により設置される。
・独立委員会の委員は、 3名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立してい
る、（i）社外取締役、（ii）社外監査役、又は（iii）社外の有識者のいずれかに該当
する者から、当社取締役会が選任する。但し、社外の有識者は、実績ある会社経営
者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士もしくは会社法等を主たる研
究対象とする研究者又はこれらに準ずる者でなければならず、また、別途当社取締
役会が指定する善管注意義務条項等を含む契約を当社との間で締結した者でなけれ
ばならない。
・独立委員会の委員の任期は、平成28（2016）年 3月期に関する定時株主総会の終結
の時までとする｡但し､当社取締役会の決議により別段の定めをした場合はこの限り
でない。また、社外取締役又は社外監査役であった独立委員会の委員が、社外取締役
又は社外監査役でなくなった場合（但し、再任された場合を除く。）には、委員と
しての任期も同時に終了するものとする。
・独立委員会は､以下の各号に記載される事項について決定し､その決定の内容を、そ
の理由を付して当社取締役会に対して勧告する。当社取締役会は、この勧告を最大
限尊重して、新株予約権無償割当ての実施又は不実施等に関する会社法上の機関と
しての決議を行う。なお、独立委員会の各委員及び当社の各取締役は、こうした決
定にあたっては、専ら当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するか否かの観
点からこれを行うことを要し、自己又は当社の経営陣の個人的利益を図ることを目
的としてはならない。
①本プランの対象となる買付け等への該当性
②本新株予約権無償割当ての実施もしくは不実施（これらの事項についての株主
総会への付議の実施を含む。）又は独立委員会による検討期間の延長

③本新株予約権の無償割当ての中止
④本新株予約権の無償取得
⑤本プランの廃止又は変更
⑥その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が独立委員会に諮
問した事項

・上記に定めるところに加え、独立委員会は、必要に応じ以下の各号に記載する事項
を行う。
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①買付者等及び当社取締役会が独立委員会に提供すべき情報及びその回答期限の
決定
②買付者等の買付け等の内容の精査・検討
③買付者等との交渉・協議
④当社取締役会に対する代替案の提出の要求・代替案の検討
⑤その他本プランにおいて独立委員会が行うことができると定められた事項
⑥当社取締役会が別途独立委員会が行うことができるものと定めた事項

・独立委員会は、買付者等に対し、買付説明書の記載内容又は本必要情報の提供が不
十分であると判断した場合には、追加的に情報等を提出するよう求める。また、独
立委員会は、買付者等から買付説明書及び本必要情報が提出された場合､当社取締
役会に対しても､所定の期間内に、買付者等の買付け等の内容に対する意見及びそ
の根拠資料、代替案（もしあれば）その他独立委員会が適宜必要と認める情報を提
示するよう要求することができる。

・独立委員会は、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から買付
者等の買付け等の内容を改善させるために必要があれば、直接又は間接に、買付者
等と協議・交渉を行うものとし、また、当社取締役会に代替案提出の勧告等を行う
ものとする。

・独立委員会は、必要な情報収集を行うため、当社の取締役、監査役、従業員その他
独立委員会が必要と認める者の出席を要求し、独立委員会が求める事項に関する説
明を求めることができる。

・独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、
公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む｡）の助言を得ること
等ができる。

・各独立委員会委員は、買付け等がなされた場合その他いつでも独立委員会を招集す
ることができる。

・独立委員会の決議は､原則として､独立委員会委員のうち 3分の 2以上が出席し、そ
の過半数をもってこれを行う。但し、やむを得ない事由があるときは、独立委員会
委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行うことができる。

 以　上
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 別紙 2
独立委員会の委員候補者の氏名及び略歴

塚田　忠夫（つかだ　ただお）
【略歴】
昭和13年10月　生まれ
昭和57年11月　東京工業大学教授
平成11年 4月　当社顧問
　　　　10月　明治大学理工学部教授
平成14年 6月　当社取締役　現在に至る
平成19年 5月　当社独立委員会委員　現在に至る
※塚田忠夫氏は、会社法第 2条第15号に規定される当社社外取締役です。
※ 塚田忠夫氏は、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の 2 の独立役員とし
て指定しております。同氏と当社との間に、特別の利害関係はありません。
※ 塚田忠夫氏は、過去に当社顧問となっておりますが、当社・当社子会社の業務執
行を行ったことはなく、株主や投資家の皆様を含めた様々なステークホルダーの
視点で当社の経営に対して意見を述べていただくことを目的として、顧問に就任
していたものであります。

松浦　恂（まつうら　まこと）
【略歴】
昭和14年 3月　生まれ
昭和39年 4月　検事任官
平成10年 2月　仙台高等検察庁検事長
平成13年 7月　東京高等検察庁検事長
平成14年 6月　中央更生保護審査会委員長
平成20年 7月　弁護士
平成22年 6月　当社独立委員会委員　現在に至る
平成23年 6月　当社監査役　現在に至る
※松浦　恂氏は、会社法第 2条第16号に規定される社外監査役です。
※ 松浦　恂氏は、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の 2の独立役員とし
て指定しております。同氏と当社との間に、特別の利害関係はありません。
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宮島　司（みやじま　つかさ）
【略歴】
昭和25年 8月　生まれ
平成 2年 4月　慶應義塾大学法学部教授、法学博士
平成15年 4月　弁護士
平成23年 6月　当社独立委員会委員　現在に至る
※宮島　司氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

 以　上
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 別紙 3
当社株主の状況（平成25年 3月31日現在）

　　1．発行可能株式総数 1,490,000,000株

　　2．発行済株式の総数 700,480,693株
  （自己株式　55,942,953株を含む）

　　3．株　　主　　数 39,526名

　　4．大　　株　　主（上位10名）
株　　　　主　　　　　名 持  株  数 持株比率

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 41,081千株 6.37％

第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 30,882 4.79
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 30,085 4.67
株 式 会 社 み ず ほ コ ー ポ レ ー ト 銀 行 15,242 2.36
自 社 従 業 員 持 株 会 15,157 2.35
SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT － TREATY CLIENTS 12,599 1.95
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 12,471 1.93
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 10,762 1.67
ザ バンク オブ ニューヨーク メロン アズ デポジタリ バンク
フォー デポジタリ レシート ホルダーズ 10,487 1.63

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505225  8,491 1.32

（注）1． 持株比率は、発行済株式総数から自己株式を控除した株式数（644,537,740株）
を基準に算出しております。

2．自己株式は、上記大株主から除外しております。
 以　上
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インターネットでの議決権行使について

1．インターネットによる議決権行使に際して、ご了承いただく事項
 議決権をインターネットにより行使される場合は、次の事項をご了承のうえ、平成25年
6月26日（水曜日）午後 6時までに議決権を行使していただきますよう、お願い申しあ
げます。
（1）インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使サイト（下記URL
をご参照ください）をご利用いただくことによってのみ可能です。なお、インターネッ
トにより議決権を行使される場合は、招集ご通知同封の議決権行使書用紙に記
載の議決権行使コード及びパスワードが必要となります。

（2）今回ご案内する議決権行使コード及びパスワードは、本総会に関してのみ有効で
す。次の総会の際には、新たに議決権行使コード及びパスワードを発行いたします。

（3）書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットの行
使を有効な行使としてお取扱いいたします。

（4）インターネットで複数回数、議決権を行使された場合は、最後の行使を有効な行使
としてお取扱いいたします。

（5）インターネットに関する費用（プロバイダー接続料金・通信料金等）は、株主様のご
負担となります。

2．インターネットによる議決権行使の具体的方法 
（1） http://www.it-soukai.com/又は https://daiko.mizuho-tb.co.jp/にアクセスして
ください。 
行使期間中の午前 3時～午前 5時は上記URLにアクセスすることができません。

（2） 議決権行使コード及びパスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押してください。 
議決権行使コード及びパスワードは、招集ご通知同封の議決権行使書用紙右側に記
載しております。

（3） 画面の案内に従い、議決権をご行使ください。
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3．ご利用環境
（1）パ　ソ　コ　ン Windows®機種
  なお、一部の高機能携帯電話端末（スマートフォンなど）に

ついては、動作保証されていないため、ご利用いただけない
ことがあります。また、携帯電話による議決権行使について
は対応しておりません。

（2）ブ　ラ　ウ　ザ Microsoft®　Internet Explorer5.5以上
（3）インターネット環境 プロバイダーとの契約等インターネットが利用できる環境
（4）画 面 解 像 度  1024×768以上をご推奨いたします。
　＊  Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の

国における登録商標又は商標です。

4．セキュリティについて
 行使された情報が改竄・盗聴されないよう暗号化（SSL128bit）技術を使用しておりま
すので、安心してご利用いただけます。
 また、議決権行使書用紙に記載された議決権行使コードとパスワードは、株主様ご本人
を認証する重要なものです。他人に絶対知られないようご注意ください。当社より株主
様のパスワードをお問い合わせすることはございません。

5．お問い合わせ先について
（1） 議決権電子行使に関するパソコン等の操作方法等に関する専用お問い合わせ先
みずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル
電話　0120－768－524　（フリーダイヤル）

（受付時間　9:00～21:00　土日休日を除く）
（2）上記（1）以外の住所変更等に関するお問い合わせ先
みずほ信託銀行　証券代行部
電話　0120－288－324　（フリーダイヤル）

（受付時間　9:00～17:00　土日休日を除く）
以　　上
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